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○微生物によるバイオレメディエーション利用指針の解説

【主な内容】
（Ⅱ．利用指針の解説及び確認申請に当たっての注意事項部分）

第一章総則 第一趣旨及び目的

第二用語の定義
第三指針の対象

第二章浄化事業計画の作成
第三章生態系等への影響評価の実施 第一生態系等への影響評価に必要な情報

第二生態系等への影響評価の項目及び実施方法

第四章浄化事業の実施及び終了 第一浄化事業の実施

第二モニタリング
第三浄化事業の終了

第五章経済産業大臣及び環境大臣による確認
第六章留意事項 第一緊急時の対応及び事故対策

第二安全管理体制の整備
第三記録等の保管
第四バイオスティミュレーションの扱い
第五周辺住民への情報の提供
第六指針の見直し

（平成１７年７月 平成２４年３月一部改訂 経済産業省製造産業局生物科学産業課、
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室）
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○利用指針の解説の改正

バイオレメディエーション事業が当初の想定ほどには広がらず、指針
への適合の確認も限定的となっていることもあり、確認手続きの効率化
を進めるため、平成２４年３月、「微生物によるバイオレメディエーション
利用指針の解説」を一部改正。

【主な改正点】

・利用する微生物の同定の方法

・利用する微生物が病原性を有するか否かの判断の方法

・他の微生物群集への影響に関する評価の方法

・その他、文献の更新等
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Human 
Resources 

○利用する微生物の同定

◆ 特許微生物株若しくは菌微生物分譲機関からの分与を受けた微生物で寄託時の
同定が不完全な場合又は新たに自然界から分離した学名が公認されていない微生
物の場合は、別添１に記載した文献例を参考に、下記の手法により同定すること。

① 細菌については、16S リボソームRNA 遺伝子の解析（塩基配列の決定）によ
り同定する。この場合、16SリボソームRNA遺伝子が98.5％以上のホモロジーを
持つ場合に同種とみなす。なお、98.5％以上のホモロジーを持つものの中に複
数の独立種が存在する場合は、全ゲノム遺伝子の解析（別添４）又はジャイレー
スB遺伝子（gyrB）等の解析若しくは表現型を中心とした手法により同定する。

② 真菌等細菌以外のものについては、表現型を中心とした手法により同定する。

◆文献を参考に種の同定を行うこと。
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【改訂の理由】
分子生物学の発展に伴い、細菌では16SリボソームRNA遺伝子を中心とした遺伝子
配列に基づく同定法が中心となり、種までの同定が可能となったため、細菌と真菌を分
け、細菌については遺伝子配列に基づく同定法を中心とすること、16SリボソームRNA
遺伝子が98.5%以上のホモロジーを持つ場合に同種とみなすこと等としたもの。
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○利用する微生物が病原性を有するか否かの判断の方法

◆ ～ 科学的知見に基づく論理的根拠によって、又は各種実験等を行う等して病原性
を明白に否定できない場合は、～（略）

微生物の「病原性」の有無を試験により明らかにすることは宿主域等の問題があるた
め幅広い動植物の選択が必要となり困難を伴うことから、利用微生物の「病原性」の有
無の調査には、既存情報を最大限活用することが重要である。

（中 略）
◆ 既知の病原体のリストやデータベースが十分整備されているものは、そのリストや
データベースを利用して病原性の有無を判断する。
◆ 既知の病原体のリストやデータベースが十分整備されていないものは、文献等の十
分な調査により、利用微生物に病原性が有る旨の記載があるか否かを調査することに
より病原性の有無を判断する。
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【改訂の理由】

微生物の病原性の有無を試験により明らかにすることは困難を伴い、かつ確実な証
拠とならない場合があるため、動植物試験に関する記述を削除するとともに、病原体
のリストやデータベース等が整備されている人、家畜等については、これらを中心とし
た調査により判断することとしたもの。
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＜家畜の監視伝染病＞

（独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究所機構 動物衛生研究所ウェブサイトより）

○利用する微生物が病原性を有するか否かの判断の方法
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＜病原体等のBSL分類等＞

（国立感染症研究所ウェブサイトより）

○利用する微生物が病原性を有するか否かの判断の方法
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＜病原細菌のBSLレベル＞

（日本細菌学会ウェブサイトより）

○利用する微生物が病原性を有するか否かの判断の方法

8



Human 
Resources 

○他の微生物群集への影響に関する評価の手法

第二 生態系等への影響評価の項目及び実施方
法
１ 生態系等への影響評価の項目
（２） 作業区域における他の微生物群集への影響

（略）

なお、利用微生物が浄化作業の終了
後に減少する傾向があることが根拠を
もって予測される場合は、他の微生物
群集への影響は少ないと判断できる。
この場合は、その根拠となるデータ等
を添付することにより、作業区域にお
ける他の微生物群集への影響に関す
る評価を省略することができる。

第四章 浄化事業の実施及び終了
第三 浄化事業の終了

（略）

２の「増殖し、又は高濃度に残留しないこ
と」の確認は、作業区域における事業終了
時には、生態系等に許容できない影響を
及ぼさないと判断される生残数等の終了
判定基準までに微生物が減少し、かつ、
それを維持していることを確認することと
する。ただし、第三章 第二１（２）において、
利用微生物が浄化作業の終了後に減少
する傾向があることが根拠をもって予測さ
れた場合においては、浄化作業終了時に
おいて利用微生物が減少傾向にあること
を確認することとする。 （略）
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【改訂の理由】

これまで全ての場合に影響試験を実施することとしていたが、一般に外部から導入し
た微生物が減少した場合に、土壌等の重要な機能に影響を及ぼし生態系の基盤を大
きく変化させることは考えにくいため、利用微生物が浄化作業の終了後に減少傾向の
あることが根拠を持って予測される場合は、他の微生物群集への影響に関する評価を
省略し、終了時のモニタリングも同様の扱いとすることができることとしたもの。


